
　

市
民
の
皆
さ
ん
が
、
市
内
の
文
化
ホ
ー

ル
で
開
催
す
る
コ
ン
サ
ー
ト
や
演
劇
な
ど

に
つ
い
て
支
援
し
ま
す
。

▼
対
象
＝
市
内
在
住
・
在
勤
で
、
３

人
以
上
の
団
体
が
実
施
す
る
一
般
市
民

を
対
象
と
し
た
文
化
ホ
ー
ル
事
業
（
入

場
料
５
０
０
円
以
上
を
徴
収
す
る
事
業

で
、
２
０
０
人
以
上
の
入
場
者
数
を
見
込

め
る
も
の
）
／
た
だ
し
団
体
の
発
表
会
に

類
す
る
事
業
は
除
く　

▼
支
援
内
容
＝
文

化
会
館
施
設
使
用
料
お
よ
び
附
属
設
備
、

舞
台
管
理
委
託
料
の
免
除
お
よ
び
事
業
費

の
補
助
な
ど　

▼
支
援
額
＝
１
事
業
10
万

円
以
内　

▼
そ
の
他
＝
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
生
涯
学
習
課
☎
23
局
３
５
３
１

　

22
局
３
８
１
１

児
童
虐
待
を
は
じ
め
と
し
て
、
障
害

相
談
や
非
行
相
談
、
不
登
校
相
談
な
ど
、

子
ど
も
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
相
談
を
受
け

る
窓
口
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
こ
の
相
談

窓
口
は
、
児
童
虐
待
な
ど
の
通
告
窓
口
に

も
な
っ
て
い
ま
す
。
緊
急
の
場
合
に
は
休

日
夜
間
に
も
対
応
し
ま
す
。

児
童
相
談
窓
口

▼
児
童
課
（
田
原
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

☎
23
局
３
５
１
３　

23
局
３
５
４
５

休
日
・
夜
間
な
ど
緊
急
の
場
合

☎
22
局
１
１
１
１　

23
局
０
１
８
０

　

田
原
市
で
は
、
土
地
の
秩
序
あ
る
利
用

と
保
全
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、「
田

原
市
土
地
開
発
行
為
に
関
す
る
指
導
要

綱
」
を
定
め
て
い
ま
す
。
市
内
で
開
発
行

為
を
行
お
う
と
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
市
と
の
協
議
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

■
開
発
行
為
と
は

　

住
宅
用
地
、
工
場
用
地
、
ゴ
ル
フ
場
用

地
な
ど
の
造
成
、
土
石
の
採
取
、
鉱
物
の

採
掘
、
水
面
の
埋
立
て
ま
た
は
干
拓
、
浚

渫
、
廃
棄
物
の
埋
立
て
、
そ
の
他
土
地
の

区
画
形
質
の
変
更
を
指
し
ま
す
。

■
面
積
要
件
は

　

対
象
と
な
る
の
は
、
開
発
区
域
の
面
積

が
３
０
０
０
㎡
以
上
１
万
㎡
未
満
の
開
発

行
為
で
す
。
１
万
㎡
以
上
の
場
合
は
、「
愛

知
県
土
地
開
発
行
為
に
係
る
指
導
要
綱
」

の
対
象
と
な
り
ま
す
が
、
こ
ち
ら
も
田
原

市
が
窓
口
に
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
企
画
課
☎
23
局
３
５
０
７

　

23
局
０
１
８
０

　

市
民
の
皆
さ
ん
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

を
図
る
た
め
、
各
種
証
明
書
の
交
付
事
務

を
対
象
と
し
た
窓
口
業
務
の
時
間
延
長
を

行
っ
て
い
ま
す
。

▼
市
民
課
☎
23
局
３
５
１
１

▼
税
務
課
☎
23
局
３
５
０
９

☎
23
局
３
５
１
０　

23
局
０
１
８
０

　

平
成
18
年
４
月
１
日
か
ら
入
院
時
の
食

事
負
担
が
、
１
日
単
位
か
ら
１
食
単
位
に

変
更
さ
れ
ま
し
た
。

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
保
険
年
金
課
☎
23
局
３
５
１
４

　

23
局
０
１
８
０
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田
原
市
土
地
開
発
行
為
に

関
す
る
指
導
要
綱

文
化
ホ
ー
ル
事
業
を

応
援
し
ま
す
！

入
院
時
の

食
事
負
担
が
変
更
に
！

窓
口
業
務

平
日
は
午
後
７
時
ま
で

対　象 変更前

① 一般の方 1日につき780円

②
市町村民税非課税の世帯
に属する方など
（過去１年間の入院日数が
90日を越えている場合）

１日につき650円

（１日につき500円）

③
②のうち、所得が一定の
基準に満たない 70歳以
上の方など

１日につき300円

※②および③に該当する方は、加入している医療保険の保険者の発行する減額認定
証を、被保険者証などに添えて医療機関の窓口に提出することにより減額が受け
られます。

■入院時の食事負担

開設日時 月～金曜日（祝日・年末年始を除く）午後７時まで

開設場所 本庁舎１階の市民課および税務課

取扱業務

市民課
・各種証明書の交付
　〈住民票の写し・印鑑登録証明書・戸（除）籍謄・抄本〉
・印鑑登録

税務課

・各種証明書の交付
　〈所得証明・納税証明・課税証明・資産証明・評価証明〉
・市税の収納
・水道料金・下水道使用料・農業集落排水施設
使用料の収納　（納付書を持参ください）

■窓口業務内容

児
童
相
談
窓
口

変更後

1食につき260円

1食につき210円

（1食につき160円）

1食につき100円

※住所変更（転入・転出ほか）公簿の閲覧など、上記以外の業務は取り
扱いできませんのでご注意ください。


